
京都市消防局訓令乙第１８号                     

各 部                                                   

消 防 学 校 

                                                 各 消 防 署 

 京都市消防局担当局長等専決規程の一部を次のように改める。 

  令和２年３月３１日 

                                京都市消防局長 山内 博貴 

第１条中「隊長」の右に「，消防広域対策官」を加える。 

 別表第１課長の項及び消防署長の項中「市内」を削り，同表消防署消防課長の項中第８

号を削り，第９号を第８号とし，第１０号から第１５号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表第２総務部長の項中第２９号を第３２号とし，第２１号から第２８号までを３号ず

つ繰り下げ，同項第２０号中「賃料月額１００，０００」を「貸付料月額５００，０００」

に，「普通財産」を「公有財産」に改め，同号を同項第２１号とし，同号の次に次の２号を

加える。 

 (22) １件使用料月額１００，０００円以下の行政財産の目的外使用の使用料及び１件貸

付料月額１００，０００円以下の公有財産の貸付けの貸付料の減免に関すること。 

(23) 京都市公有財産規則第１６条第１項による使用の承認に関すること。 

 別表第２総務部長の項第１９号中「１００，０００」を「５００，０００」に改め，同

号を同項第２０号とし，同項中第１８号を第１９号とし，第１号から第１７号までを１号

ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 会計年度任用職員の採用，期間の更新，退職等に関すること。 

 別表第２予防部長の項第５号中「製造所等の設置及び変更の許可」を「の規制」に改め，

同項中第６号を削り，第７号を第６号とし，第８号から第１３号までを１号ずつ繰り上げ，

同表人事課長の項中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号を第４号とし，第６号を

第５号とし，第７号を第６号とし，同号の次に次の１号を加える。 

⑺ 職員の旅費の支出決定及びこれに係る支出命令に関すること。 

別表第２人事課長の項第８号を削り，同項第９号を同項第８号とし，同項第１０号中「，

財産管理員」を削り，同号を同項第９号とし，同項中第１１号を第１０号とし，第１２号

から第１５号までを１号ずつ繰り上げ，同表施設課長の項中第１６号を第１８号とし，第

１２号から第１５号までを２号ずつ繰り下げ，同項第１１号中「で，電柱，水道管，ガス



管等に係るもの及び期間の更新に係るもの」を「並びに１件貸付料月額１０，０００円以

下の公有財産の貸付けの決定及び契約」に改め，同号の次に次の２号を加える。 

⑿ １件使用料月額１０，０００円以下の行政財産の目的外使用の使用料及び１件貸

付料月額１０，０００円以下の公有財産の貸付けの貸付料の減免に関すること。 

⒀ 京都市公有財産規則第１６条第１項による使用の承認のうち軽易なものに関する

こと。 

別表第２指導課長の項第１号を削り，同項第２号中「のうち，完成検査，仮使用承認及

び完成検査前検査」を削り，同号を第１号とし，同項第３号から同項第８号までを１号ず

つ繰り上げる。 

別表第２支援課長の項の次に次の１項を加える。 

消防同意事務

センター長 

⑴ 京都市火災予防規程第５７条及び第６３条による同意等に

関すること。 

⑵ 補佐職員の２日以内の休暇，欠勤等の承認等に関すること。 

⑶ 補佐職員の時間外勤務命令に関すること。 

⑷ 補佐職員の日直及び宿直に関すること。 

 別表第２消防航空隊長の項の次に次の２項を加える。 

消防広域対策

官 

⑴ 担当事務に係る事務事業の計画及び実施に関すること。 

企画担当課長 ⑴ 担当事務に係る事務事業の計画及び実施に関すること。 

   附 則 

 この訓令は，令和２年４月１日から施行する。 

（消防局総務部総務課） 


